
　　１. イベント行事の開催案内

　　２.  南九州市における新型コロナウイルスワクチン接種の準備状況
　　　

広報　南九州 【臨時号】
令和３年２月５日号

新型コロナウイルス感染症対策

　新型コロナウイルスに関する情報を市民の皆さまに発信するため、広報南九州【臨時号】を発行します。
　イベントの開催案内、ワクチン接種の準備状況及び各種支援制度の情報を掲載しています。

新型コロナウイルス感

染症の情報は市ＨＰで

発信しています。

Vol. ８

期　日 イベント名 時　間 場　所

２月21日（日） かわなべ軒先市
（コロナの上手な付き合い方篇） 午前10時～午後３時 開運夢通り商店街

（川辺商店街）

【体制整備】 

 新型コロナウイルスワクチン接種の担当部署は、健康増進課保健予防係（知覧保健セ

ンター内）。 

令和 3年 2月 1日からワクチン接種準備のため、会計年度任用職員２人を増員。 

 

【接種方法】 

◆費用：無料です。 

◆接種回数：2回（1回目接種と 2回目接種の間隔が、3週間から 4週間必要） 

 

※情報提供（今後の接種スケジュール等について） 

下記の内容は、現時点の国等からの通知を基に作成していますので、内容が変更になるこ

ともあります。内容が決定したら、速やかに広報臨時号等でお知らせします。 

 

【相談体制】 

 知覧保健センター内にワクチン接種に関する相談や接種方法などについての疑問にお答

えするコールセンター（ワクチン問い合わせの専用電話）を 3月に設置する準備を進めて

います。 

 

【接種の案内】 

 令和 3年 2月中旬から次のとおりに順次行われる予定です。 

① まずは、医療従事者に鹿児島県が通知等を行います。 

② 次に、65歳以上の高齢者に対して南九州市が通知を行います。 

③ その後、上記以外の方に（基礎疾患のある方を優先します。）通知を行います。 

※②と③の方々については、準備が整い次第、国の接種スケジュールに合わせてご案内さ 

せていただく予定です。 

 

◆具体的な接種イメージ 

⑴まずは、市から 65歳以上の高齢者に、受診券と通知文書が送付（3月中旬以降の予定） 

されます。その後、接種状況を見ながら次の対象者に通知を行います。 

⑵受診を希望する方は、通知文書等に記載されている接種場所に電話等で予約します。（完 

全予約制） 

⑶予約が取れたら、予約した会場で、1回目の接種をします。 

⑷1回目の接種から 3週間から 4週間後の日程で、2回目の接種予約を行います。 

⑸予約が取れたら、予約した会場で、２回目の接種をします。 

 

◆接種場所 

 接種場所については、現在、南薩医師会と協議中で、近日中に決定する見込みです。 

 

[問]知 健康増進課 保健予防係 

1 　　　　　　　　臨時号　令和３年２月５日号



　　３.  支援制度

　　～税金等の徴収猶予制度～

　　～外国人技能実習生等の受け入れに係る支援～

　　　
実施機関 事業名 実習生１人あたり 備　考

南九州市
外国人技能実習生等受入
支援事業補助金

補助率３／４
上限10万円（宿泊費が対象）

令和２年度中に支払った宿
泊費が対象となります。

鹿児島県
コロナ禍における外国人
材受入支援事業費補助金

補助率４／５
上限10万円（基本、宿泊費
が対象）
PCR検査費用３万円

・１事業者当たり100万円が
上限
・詳しくは県HPから確認を
してください。

　　　  ～ 「あなたの取組を応援します！」 サポート補助金～

南九州市新型コロナウイルス感染症対策本部（総務対策部）☎ 0993-83-2511

※同じ実習生等に係る経費は県制度と重複して申請はできませんが、県制度に申請される場合でも、対象となる実習生
等が異なる場合においては市制度の申請は可能です。

新型コロナウイルス感染症の影響により経営に影響を受けている商工観光水産業を支援するた

め、あなたの取組をサポートする補助金（１０万円、補助率４／５）があります。 

まずは、市役所商工観光課までご相談ください。

事業展開のための経費の一部を補助

南九州市「あなたの取組を応援します！」サポート補助金

上
限 １０万円

業績回復のためにあな

たが考えるアイデアを

支援

受付中

[ 問 ] 知　商工観光課　商工水産係／観光交流係

　令和３年２月２日以降の納期限が到来する地方税等について、新型コロナウイルス感染症の影響により
納税が困難な方は、地方税法及び南九州市税条例に基づく徴収猶予の制度がありますので、収納対策課ま
で問い合せください。

[ 問 ] 頴　収納対策課 収納対策係

　新型コロナウイルス感染症の水際対策として国から要請されている入国後の14日間の待機など、外国人技能実習生
等を受け入れるにあたって、受入事業者が追加的に負担する経費を支援します。なお、同様の制度が鹿児島県において
もありますので、申請される場合は、県制度も確認のうえ申請してください。（県制度は期間ごとに申請期限の設定があ
るためご注意ください）

2臨時号　令和３年２月５日号　　　　　　　　


